
 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 垂水小学校校舎棟建設機械設備工事その１ 

契約変更後の工事概要 

 

・工期を令和 5年 3月 15日から令和 5年 3月 31日まで（16日間延長）延期する。 

 また、これに伴う共通費の変更を行う。 

 

契約変更の理由 

 

工事着手後の設計変更に伴い、納まりや配管ルートの詳細検討に時間を要したため、１６日間の 

工期延長が必要となった。 

（公表様式第 6号） 


